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命 令 書（写） 

    

 

          

再審査申立人      Ｘ１組合 

 

  同         Ｘ２組合 

        

再審査被申立人    Ｙ１                                       

 

同        Ｙ２ 

 

同        Ｙ３ 

 

 上記当事者間の中労委平成２９年（不再）第３１号事件（初審東京都労委平

成２７年（不）第９０号事件）について，当委員会は，平成３０年１１月２１

日第２５７回第三部会において，部会長公益委員三輪和雄，公益委員中窪裕也，

同鹿野菜穂子，同森戸英幸，同横溝久美出席し，合議の上，次のとおり命令す

る。 

  

主       文 

 

 初審命令主文を次のとおり変更する。 

 １ 再審査被申立人Ｙ２会社及び同Ｙ３会社は，再審査申立人Ｘ１組合及び

Ｘ２組合に対して，本命令受領の日から１週間以内に，下記内容の文書を

交付しなければならない。 
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記 

 年  月  日 

 

   Ｘ１組合 

       中央執行委員長     Ａ１ 殿 

Ｘ２組合 

       執行委員長         Ａ２ 殿 

Ｙ２会社 

      代表取締役  Ｂ１ ㊞ 

Ｙ３会社 

       代表取締役   Ｂ２ ㊞ 

 

   Ｙ２会社及びＹ３会社が，Ｘ２からの平成２７年８月１８日付け団交申

入れに応じなかったことは，中央労働委員会において，労働組合法第７条

第２号及び第３号に当たる不当労働行為であると認められました。 

    今後，このような行為を繰り返さないようにいたします。 

 ２ その余の救済申立てを棄却する。 

 

理       由 

 

第１ 事案の概要等 

１  事案の概要 

再審査被申立人Ｙ１会社は，平成２７年（以下「平成」の元号は省略す

る。）８月１８日，同社の取締役会において，同社並びに子会社である同

Ｙ２会社及び同Ｙ３会社（以下Ｙ２会社と併せて「子会社２社」という。

また，Ｙ１会社と子会社２社を併せて「会社ら」ということがある。）の
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製造工場及び事務所用地であるＹ１会社肩書地及びその周辺の土地（以下

「本件土地」という。）を，同日付けで申立外Ｃ１会社に売却すること

（以下「本件土地売却」という。）を決定し，同日，本件土地についてＣ

１会社との間で２０年問の事業用定期借地契約を締結したこと並びに本件

土地に所在するＹ１会社及び子会社２社の製造工場及び事務所の建物等の

不動産（以下「本件工場等」という。）はＹ１会社が引き続き所有する旨

などを記載した同日付け「固定資産の譲渡に関するお知らせ」（甲１。以

下「２７年８月１８日付け投資家向け情報」という。）を，投資家向け情

報として公表した。 

再審査申立人Ｘ２組合（以下「組合」 といい，同Ｘ１地方本部（以下「地

本」という。）を含め「組合ら」という。） は，本件土地売却の公表以降，

会社らに対し，組合に事前に相談なく本件土地売却を実行したことなどに

ついて抗議するとともに，公表当日の同年８月１８日，同月２７日，９月

４日及び同月２４日の４回にわたり，本件土地売却に関し団体交渉（以下

「団交」という。）を申し入れた（以下，これらの申入れをそれぞれ「８

月１８日付け団交申入れ」，「８月２７日付け団交申入れ」，「９月４日

付け団交申入れ」，「９月２４日付け団交申入れ」といい，これら４回の

団交申入れを併せて「本件各団交申入れ」という。）。しかし，Ｙ１会社

は，本件各団交申入れのいずれについても何ら回答しなかった。また，子

会社２社は，本件各団交申入れにおいて組合が掲げる事項（以下併せて「本

件各団交事項」ということがある。）はいずれも義務的団交事項に当たら

ないとして，組合の申入れに応じなかった。 

そこで，組合らは，会社らが正当な理由なく団交を拒否したことが労働

組合法（以下「労組法」という。）第７条第２号及び同条第３号の不当労

働行為に該当するとして，同年１０月２日，東京都労働委員会（以下「都

労委」という）に救済を申し立てた。 
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都労委は，２９年４月４日付けで，当該救済申し立てを全て棄却するこ

とを決定し，同年５月１１日に各当事者に命令書（以下「本件初審命令」

という。）を交付した。 

２ 本件において請求する救済の内容の要旨 

 ⑴ 本件各団交申入れに応ずること。              

⑵  組合らに対し本件各団交申入れ拒否に係る不当労働行為の損害を賠償

すること。 

⑶  本件各団交申入れ拒否に係る謝罪文の掲示 

３ 再審査申立ての要旨 

  組合らは，本件初審命令の主文を取り消し，上記２のとおりの救済を求

めている。 

４ 本件における争点 

  ⑴ Ｙ１会社は，労組法上の使用者に当たるか。（争点１） 

⑵ Ｙ１会社及び子会社２社が，本件各団交申入れに応じなかったことは，

正当な理由のない団交拒否及び組合に対する支配介入に該当するか。（争

点２） 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 争点１（Ｙ１会社は，労組法上の使用者に当たるか）について 

⑴ 組合らの主張 

ア 判例法理との関係 

労組法第７条第２号の「使用者」性が問題となった朝日放送最高裁

判決（平成５年（行ツ）第１７号同７年２月２８日第三小法廷判決・

民集４９巻２号５５９頁）は，「労働力直接使用類型」に関する事例

判断であって，本件のような「親子会社類型」にその規範をそのまま

適用することは適切ではない。 
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現に，企業が従属会社を全体として支配し，その労働関係に実質的

な影響力を及ぼしている場合に，その限りにおいて従属会社従業員の

労組からの団交申入れに応じる責任があるという学説は，労働法の学

説の多数説であるし，会社法規範を見ても，完全親会社は，原則とし

て完全子会社の経営を支配し，その財務及び事業の方針の決定を支配

しているとみなされており（会社法第２条第４号），ただ，財務上又

は事業上の関係から見て子会社の財務又は事業の方針の決定を支配し

ていないことが明らかであると認められる場合のみ，支配の事実が否

定されるにすぎない（会社法施行規則第３条第３項）。 

そうすると，子会社２社の完全親会社であるＹ１会社も，原則とし

て子会社２社の経営，財務及び事業の方針の決定を支配しているとみ

なされるのであって，それを否定するには，再審査被申立人の側で，

Ｙ１会社が財務上又は事業上の関係から子会社らを支配していないこ

とを立証すべきである。 

イ 本件団交事項に照らし，Ｙ１会社は団交の相手方たる「使用者」と

いえること 

労組法第７条第２号の「使用者」性は，団交事項の内容から見てそ

の相手方として適切か否かという観点から規定されるべきであり，朝

日放送最高裁判決の判断過程にもこのような考え方があるものと考え

られる。 

本件各団交事項は，主に，①本件土地約１万坪の譲渡に伴う雇用問

題について，②本件土地売却に伴い設定された２０年の定期借地権に

ついて，２０年後の賃借権延長の意思を明確にすること，③本件土地

売却によって会社が得る資金を最優先して特別高圧受変電設備（以下

「特高設備」という。）の更新にあて，その他機械設備の修繕更新計

画を明らかにすることであった。 
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このような本件各団交事項について，最もよく回答できる者は本件

土地所有者であり，本件土地売却の当事者であるＹ１会社であるし，

資金の使途についても，子会社２社は，上記のような大型の設備投資

をする経済力はなく，実質的に設備投資を行える資金力を有するのは

Ｙ１会社だけである。 

また，Ｙ１会社は，会社分割により純粋持株会社となる際に，子会社

の従業員に対し，賃金及び退職金の支払債務を保証することを確約し

たのであり，その債務の引き当てになるのが本件土地であった。した

がって，Ｙ１会社が本件土地を売却したことにより，同社が賃金等支

払債務の財源を確保できるかどうかは，労働者の労働条件等に関わる

重要な関心事である。 

したがって，Ｙ１会社は，本件団交事項との関係で労組法第７条第

２号の使用者に当たる。 

ウ 組合と旧Ｙ２会社との間には，団交を中心とした長年の労使関係の

実績があること 

組合は，昭和５２年６月の公然化以来，約４０年の歴史を持ち，２

０年６月にＣ２が同社の経営権を掌握するまでの約３１年間，基本的

には，団交の積み重ねによって労使関係を調整するという労組法が予

定している労使関係にあり，このことは，Ｃ２が経営権を掌握して以

後も基本的には維持されていた。ところが，Ｙ１会社は，２１年１０

月の会社分割（以下「本件会社分割」という。）により，全組合員を

３つの子会社に転籍させ，それ以降，同社には組合員がいないことを

理由に全く団交に応じていない。 

本件会社分割は，団交応諾義務を潜脱することを１つの重要な目的

としてされたと見ることが可能であり，Ｙ１会社はＹ２会社（以下「旧

Ｙ２会社」という。）の土地建物，預金，有価証券等の主要な財産を
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保有し，子会社３社（当時）の１人株主であったのだから，形式上，

完全持株会社となり，組合員がいなくなったからといって，Ｙ１会社

が本件各団交事項との関係で労組法第７条第２号の使用者に該当し，

団交に応ずる義務を免れることはない。 

エ Ｙ１会社は，子会社２社の経営を支配し，子会社２社の労働者の基

本的な労働条件について，単なる株主としての地位を超えて，雇用主

と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配力を及ぼしていること 

本件においては，Ｙ１会社が子会社らの完全親会社であることから，

原則として，同社らの経営を支配し，その財務及び事業の方針の決定

を支配しているとみなせることは，前記アのとおりであるが，この点

をおくとしても，Ｙ１会社は以下の(ｱ)から(ｳ)までに見るとおり，実

質的には子会社の経営を完全に支配し，財務及び事業の方針を決定し

ているといえる。 

(ｱ) Ｙ１会社が子会社の経営方針及び労働契約を左右していること 

子会社の設備投資は子会社単独では経営的に不可能であり，事実

上，Ｙ１会社の指揮援助がなければ何も進まない。また，子会社間

の吸収合併等は，Ｙ１会社の意のままに行われており，従業員の労

働契約の相手方を決定しているのもＹ１会社であるといえる。ま

た，従業員も本件会社分割による勤務先の変更等の意識はほとんど

なく，以前と変わらず，旧Ｙ２会社に勤務しているという意識を持

っている。  

(ｲ) 人事労務委員会の実態 

本件会社分割時，子会社４社（当時）は，「合同人事労務委員会」

を結成し，子会社に係る人事等は全てこの委員会が決定することと

された。同委員会は，各子会社の社長及び取締役で選任された人事

労務委員で構成されているところ，Ｙ１会社の重要な取締役が子会
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社各社の取締役を兼任しており，Ｙ１会社が人事労務委員会を通し

て子会社各社の労働条件等の決定を実質的に支配していることは

明らかである。 

(ｳ) Ｙ１会社が子会社に対し経営指導をしていること 

Ｙ１会社は，本件会社分割直後から子会社２社から多額の経営指

導料を受領しており，その見返りに子会社２社に対し経営指導を行

っている。子会社２社との間で交わされた契約書によれば，経営指

導の内容は包括的，概括的であり，Ｙ１会社は，全ての経営事項に

ついて指導できると考えられ，その中には，従業員の労働条件の決

定や労働組合対策も含まれており，Ｙ１会社は，実際にこれらにつ

いて子会社２社を指導していると思われる。なお，Ｙ１会社の重要

な取締役が子会社２社の取締役を兼任していたことはすでに述べ

たとおりである。 

(ｴ) 以上のとおり，前記(ｱ)から(ｳ)の事情を総合すれば，Ｙ１会社は

子会社２社の従業員の労働条件の決定を実質的に支配しているとい

える。 

オ まとめ 

したがって，Ｙ１会社は，本件各団交申入れにかかる団交申入れの

相手方たる労組法第７条第２号の「使用者」に当たる。 

  ⑵ 会社らの主張   

ア 判例法理との関係 

朝日放送事件最高裁判決において，労組法第７条の「使用者」とは，

「契約上の当事者である雇用主と同一視し得る程度に労働者の労働関

係上の諸利益に直接の影響力ないし支配力を及ぼし得るような地位に

ある者」であると明確に述べられており，この基準は親子会社の類型

においても妥当する。 
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組合は，会社法上の親子会社であることを理由に，Ｙ１会社の子会

社従業員に対する使用者性を主張するが，親会社が子会社を株主とし

て支配しているとしても，株式保有比率によって定まる株主としての

支配と，現実の労使関係における支配力の行使とは区別して把握され

るべきであり，現実の労使関係における支配力の行使は，形式ではな

く実態に照らして判断されるべきである。 

イ Ｙ１会社は，子会社２社の経営を支配し，子会社２社の労働者の基

本的な労働条件について，単なる株主としての地位を超えて，雇用主

と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配力を及ぼしていないこと 

    (ｱ) Ｙ１会社が子会社らの従業員の労働条件を決定していないこと 

子会社らの従業員の労働条件は，子会社らの役員によって構成さ

れる人事労務委員会が決定しており，同委員会にＹ１会社の役員が

参加したことはないし，子会社らの従業員に対して，Ｙ１会社の役

員が指示を出すこともない。 

また，子会社２社は，柏工場の敷地内において，食堂等の共用施

設は共同で利用しているが，業務を行う場所はそれぞれ異なり，各

社は独立して業務を行っている。さらに，組合らと子会社２社とは，

組合員の賞与等の労働条件について団交を行っている。 

(ｲ) Ｙ１会社が子会社の経営方針及び労働契約を左右してはいないこ

と 

子会社２社は，Ｙ１会社から独立して経営を行っており，子会社

の吸収合併は，あくまで各社の取締役会が経営戦略上の観点から各

々の判断で決定した事項であり，Ｙ１会社は株主として承認したに

すぎない。   

(ｳ) 人事労務委員会の実態 

子会社２社の役員の中にはＹ１会社の役員と兼任している者もい
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るが，人事労務委員会には各社の代表取締役を含めて３名までしか

参加できず，必ずしもＹ１会社との兼務取締役員が参加しているわ

けではないし，仮に兼任取締役が参加したとしてもあくまで子会社

の役員という立場であり，Ｙ１会社の役員として影響力を行使する

ことはない。 

親子会社において取締役が共通しているからといって，親会社が

子会社の従業員の基本的労働条件等を現実的かつ具体的に支配して

いることを意味しない。 

(ｴ) Ｙ１会社による子会社の経営指導について 

持分会社において，一定の経営指導を行うこと及びその対価を受

領することは一般的な事柄であるし，その内容は強制的なものでは

ない。経営指導料の受領の事実は， 使用者性との関係で何らの意味 

も持たない。 

ウ 団交事項との関係でＹ１会社が労組法第７条第２号の「使用者」に

当たることはないこと 

そもそも，設備投資と子会社労働者の基本的労働条件の決定は関係

のない事項であり，本件団交事項は，Ｙ１会社との関係でも子会社２

社との関係でも義務的団交事項に当たらないことは，後記２のとおり

である。なお，子会社２社は，それぞれの判断で設備投資を行ってお

り，Ｙ１会社でなければ設備投資ができないという事実はない。 

また，組合らは，本件会社分割の前に，Ｙ１会社がＹ２会社等の従

業員に対する賃金及び退職金の支払債務を保証したからといって，同

社との関係で本件各団交事項が義務的団交事項であるともいえないこ

とも後記２のとおりであるから，これを根拠として，Ｙ１会社に使用

者性を認めることもできない。 

エ 組合と旧Ｙ２会社との関係について 
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組合は，過去のいずれの経営陣に対しても一貫して攻撃を繰り返し

ていたのであり，経営陣が円満な労使関係を望んでも，組合が一方的

にこれを壊してきたというのが実情である。 

オ まとめ 

以上の具体的な事実からも，Ｙ１会社が子会社２社の 従業員に対

し，雇用主である子会社２社と同視し得る程度に労働条件を支配して

いるといえる事情はない。                                               

  ２ 争点２（Ｙ１会社及び子会社２社が，本件各団交申入れに応じなかった

ことは，正当な理由のない団交拒否及び組合に対する支配介入に該当する

か）について 

  ⑴ 組合らの主張 

ア 前記１でも述べたとおり，本件各団交申入れにおいて，本件組合が

会社らに団交を申し入れた主な事項は，①本件土地約１万坪の譲渡に

伴う雇用問題について，②土地売却に伴い２０年の賃借権を持つとい

うが，２０年後のその延長の意思を明確にすること，③土地売却によ

って会社が得る資金を最優先して特高設備の更新に充て，その他機械

設備の更新計画を明らかにすることであった。 

イ(ｱ) 団交権保障の趣旨からすれば，それ自体においては使用者の経営

判断事項であっても，労働条件に直接的な関係を有し，又は影響を

及ぼす限りにおいて，義務的団交事項となり得る。 

(ｲ) 本件団交事項は，土地売却そのものの経営判断の是非を問題とす

るものではなく，組合員らの労働条件との関係で，土地売却を問題

とするものである。 

すなわち，上記①，②の交渉事項について，本件土地には組合員

らが働く工場があるところ，本件土地売却に伴い設定されたという

２０年間の定期借地権が期限を迎えたとき，本件土地上に建つ工場
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は存続するのかということは，まさにそこで働く組合員の雇用，労

働条件に直結する事項である。なお，本件土地売却当時，本件組合

の組合員の総数５２名のうち約３分の１が２０代，３０代であり，

２０年後にも現役で働いている者であって，Ｙ１会社及び子会社ら

はそのことを認識していた。 

なお，本件団交申入れ後の事情ではあるが，本件土地を譲り受け

たＣ１会社は，本件土地を実態が不明の会社である第三者に転売し

ており（一部はＹ１会社の所有権に復帰した。），本件土地につい

ては，さらに転売が繰り返される可能性があり，本件土地売却につ

き本件組合の抱いた不安が現実化している。 

また，Ｙ１会社は，本件会社分割の際，子会社の従業員に対して賃

金及び退職金の支払債務を保証することを確約したのであるが，Ｙ１

会社の現経営陣は，２０年６月に当時経営不振の状態にあった旧Ｙ

２会社の経営権を掌握して以降，同社から約３０億円を超える資産

を自らの関連企業であるＣ２グループに流出させたのみならず，Ｃ

２やその関係者には様々な不正疑惑や資金面での不安があり，Ｙ１

会社及び子会社らの経営を危うくし，組合員の基盤的労働条件を危

機的状況に陥らせているという事情がある。 

そのような中，本件土地２０．５億円（簿価）は，Ｙ１会社に残

された確実な資産であったにもかかわらず，これが売却されること

により，従業員らの賃金等の担保が無くなる懸念がある。また，定期

借地の賃借料の負担が，親会社であるＹ１会社の経営を圧迫し，そ

れによって子会社の従業員の労働条件に影響を与える懸念もある。 

(ｳ) また，上記③の事項については，一見すると経営側の専断事項で

あるようにも見えるが，本件工場地内にある特高設備は老朽化して

おり，いつ停止してもおかしくない状況であって，そうなればその
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間の工場の操業停止は避けられず，従業員の雇用が失われる可能性

がある。 

この点，旧Ｙ２会社は，２０年５月，２４年３月を目途として５

億円の資金を投入して「電力設備更新」を行う旨を明らかにしてい

たが，それはいまだに実施されておらず，本件土地の売却代金の使

途（電力設備更新等）に使用されるのかどうかは，労働者の雇用や

労災対策と密接に関連する事項である。しかも，Ｙ１会社が公表し

た投資家向け情報によれば，本件土地売却により得た資金は，ゴム

事業の強化や経営再構築ではなく，関連企業やＣ２の関係会社等へ

投入されることが予測される。このため，職場に不安が広がりつつ

あり，この不安が職場の活力喪失や希望の喪失による退職を招き，

職場体制の崩壊につながることが危惧される。  

ウ 以上のとおり，本件土地売却問題は，子会社２社の従業員の基盤的

労働条件の不安定化という問題に深く関わっているのであり，本件各

団交事項が義務的団交事項であることは明らかである。  

そして，これらの各団交事項との関係でＹ１会社が団交の相手方た

る使用者に該当することは前記１で既に述べたとおりであるし，子会

社らも組合員らの直接の使用者として，団交の相手方に当たることは

当然である。 

したがって，Ｙ１会社及び子会社らは，本件各団交申入れに応じた

上で，団交の場で，本件土地売却の金額や売却益の使用目的，定期借

地権の契約更新の見込みなどと，本件土地売却及び定期借地権の設定

に伴って組合員の雇用について問題が生じないことを，資料を示して

説明し，組合員からの質問を受け，誠実に協議する義務を負っている。 

しかし，Ｙ１会社は本件各団交申入れのいずれも無視し，子会社ら

もいずれにも応じていない。 
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このことは，正当な理由のない団交拒否に当たるだけではなく，組

合の影響力を削ぎ弱体化を狙った行為であり，組合に対する支配介入

に当たる。 

⑵ 会社らの主張 

ア Ｙ１会社との関係において義務的団交事項に当たらないことについ

て 

    (ｱ) 本件土地売却に係る本件団交事項は，もっぱらＹ１会社の経営判

断に係る事項であるから，義務的団交事項には当たらない。 

(ｲ) 本件土地売却によって子会社２社の従業員の労働条件に変化はな

く，良好な労働環境が維持されている。義務的団交事項は，現在の

具体的な労働条件が問題となるのであるから，仮に定期賃貸借契約

に期限があったとしても，それは将来の事項にすぎず，その将来の

時点において，定期賃貸借契約の終了が具体的な労働条件に関係す

るかも不明である。さらに，定期賃貸借契約であっても延長は可能

である。 

本件土地売却により基盤的労働条件が失われるのではないかとい

う組合の主張は，結局のところ極めて漠然とした不安にすぎず，か

かる不安自体が無内容であることは明らかであって，このような極

めて主観的な不安を理由として，使用者側に団交応諾義務が発生す

るものではない。 

組合は， 本件土地が転売された事実を殊更に取り上げ，使用者性

の判断との関係で問題があるかのように主張する。 

しかし，本件土地に設定された事業用定期借地契約には，たとえ

所有者が交代したとしても借地借家法第１０条により，借地権の対

抗力が認められるのであり，本件土地が利用できることに何ら変わ

りはない。さらに， 本件で審理の対象とされているのは，２７年８
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月１８日から９月２４日までの事実であり， この時点で存在しない

事実は判断の基礎にすらならない。 

(ｳ) 組合らは，本件会社分割の前に，Ｙ１会社がＹ２会社等の従業員

に対する賃金及び退職金の支払債務を保証したことを理由として，

各種の要求について義務的団交事項に当たると主張するが，Ｙ１会

社は，単に金銭債務の保証人として，賃金や退職金等の労働条件の

内容が決定された後の債務の履行に関わるにすぎない。また，本件

土地は子会社の従業員の労働債務の引き当てになってはいない。 

(ｴ) 設備投資と子会社労働者の基本的労働条件の決定は関係のない事

項であり，子会社２社は， それぞれの判断で設備投資を行っており，

Ｙ１会社でなければ設備投資ができないという事実はない。 

なお，Ｙ１会社の現経営陣は，Ｃ３が資本参加した２０年６月以

降，本件会社分割による分社化も含めて明確な事業戦略を打ち立て，

地道な経営改善に努力し，経営状態は大幅に改善しており，組合が

主張するような経営危機や，その経営危機からもたらされる労働条

件の悪化という事態はいずれも存在しない。組合はＣ２やその関係

者には様々な不正疑惑や資金面での不安がある旨主張するが，本件

との関係が不明であり，認否の対象外である。 

イ 子会社らとの関係において義務的団交事項に当たらないことについ

て  

本件土地について，子会社らに処分可能性はないことから，本件各

団交事項は，いずれも子会社らに処分可能性のない事項である。  

ウ 以上のとおり，本件各団交事項はいずれも，Ｙ１会社との関係でも

子会社らとの関係でも義務的団交事項には当たらない。 

したがって，Ｙ１会社及び子会社らがいずれも本件各団交申入れを

拒否したことは，正当な理由のある団交拒否であり，また，組合の弱
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体化も生じていないから支配介入は成立しない。 

 

第３ 当委員会の認定した事実      

１ 当事者 

⑴ 組合ら           

ア 地本は，東京都及び周辺地域の労働者を業種，雇用形態に関わりな

く組織する労働組合であり，本件初審申立時（２７年１０月２日）の

組合員は約５０００名であった。                     

    イ 組合は，Ｙ１会社の前身である旧Ｙ２会社の従業員らによって昭和

５２年に組織された労働組合であり，地本及びＣ４に加盟している。 

本件初審申立時の組合員は約６０名であり，Ｙ２会社又はＹ３会社

のいずれかに在籍していた。 

⑵ 会社ら 

   ア Ｙ１会社は，旧Ｙ２会社が２１年６月２９日に商号を「Ｙ１会社」に

変更した株式会社であったが，同年１０月１日にＹ２会社，申立外Ｃ

５及び申立外Ｃ６（以下「子会社３社」という。）を新設する本件会社

分割をし，従前からの子会社であった申立外Ｃ７を加えた４社（以下

「子会社４社」という。）の持株会社となった株式会社である。 

その後，子会社４社は，初審申立時までに，下記イ及びウのとお

り，Ｙ２会社がＣ５を吸収合併し，Ｃ７はＣ６を吸収合併して，「Ｙ

３会社」と商号を変更したことから，Ｙ１会社の子会社は２社となっ

た。 

本件初審申立時のＹ１会社の従業員は７名であり，同社に組合の組

合員はいなかった。 

イ Ｙ２会社は，本件会社分割により設立された，工業用ゴム製品の製

造及び販売等を業とする株式会社である。同社は，２４年１月１日に
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本件会社分割により設立されたＣ５を吸収合併した。 

本件初審申立時の従業員は約１３０名であった。   

ウ Ｙ３会社は，ソフトテニスボール等の製造及び販売，スポーツ用品

の仕入れ販売等を業とする株式会社である。同社は，本件会社分割以

前から旧会社の子会社であったＣ７が，２６年１月１日に，本件会社

分割により設立されたＣ６を吸収合併し，同時に商号をＣ７から「Ｙ

３会社」に変更を行った株式会社である。 

本件初審申立時の従業員は約４０名であった。 

２ 本件土地売却以前のＹ１会社等の組織の状況及び労使関係 

⑴ 本件会社分割までの組織体制及び労使交渉の状況 

ア 旧Ｙ２会社においては，１２年までは，Ｃ８（当時）等の企業グル

ープが主要株主であったが，その後数回の株式売却や資本提供等を経

て，２０年６月１２日の取締役会において，Ｃ２グループの傘下にあ

ったＣ３に対する第三者割当増資を行うことを決定した。これにより，

Ｃ３が旧Ｙ２会社の筆頭株主となった。 

   イ ２０年７月１日，組合らと旧Ｙ２会社は，組合員の生活と雇用の保

障及び従業員としての地位保全を目的として，要旨，以下の内容の「協

定書」（乙１３）を締結した。 

    ① 製造業として現在地での操業を基本方針とし，全力をあげる旨 

② 設備投資，投資においては，同年５月２３日に開示した資金投入

計画に基づき投資委員会が検討し，会社が運用し，新たな投資事業

については同年６月１２日に開示した第２回第三者割当増資の資金

を活用することとし，計画の変更が生じた時は投資委員会で検討す

る旨及び会社が編成する投資委員会に組合代表が参加し，労使で検

討を行う機関とする旨 

③ 新たな銀行以外（ノンバンク等）からの資金調達の担保設定につ
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いても投資委員会で検討する旨 

④ 将来，理由の如何を問わず経営破綻の恐れが生じたときには，会

社は誠意をもって現規程の労働債務を履行し，これを担保するため

に駐車場借地を買い戻し担保設定するが，ただし，期間は５年とす

る旨 

⑤ 過去に締結した協定書を遵守し継続する旨 

⑥ 本協定とこれまでの全協定の有効期間を本協定調印の日から３年

間とし，期間満了の３箇月前までに他方に対して文書による更新拒

否がない限り，１年ごとに自動更新される旨  

ウ ２１年５月２８日，旧Ｙ２会社は，組合との事務折衝において，本件

会社分割を行うこと，従業員の労働条件，業務内容には変更がないが，

組合員は，子会社３社の所属となり，持株会社となる旧Ｙ２会社には，

組合員は存在しなくなることを説明した。 

組合は，本件会社分割に反対の意を示し，同年６月以降同年９月ま

でに組合と旧Ｙ２会社との間で，本件会社分割に関する団交及び事務

折衝が合わせて 1０回以上開催された。    

   エ ２１年６月２９日，旧Ｙ２会社は，商号をＹ１会社に変更した。 

オ ２１年７月２９日の団交において，組合は，①本件会社分割を強行

しないことに加え，②子会社間で賃金格差が生じれば組合が分断され

団結力が低下するので本件会社分割した後もＹ１会社が団交に応ずる

こと，③子会社の財政基盤が弱く賃金退職金等の不払の懸念があり，

また，退職金積算に不利益が生ずることから，Ｙ１会社から子会社へ

の在籍出向とすることを要求した。 

Ｙ１会社は，本件会社分割後は子会社の労働条件に関与しないし，

従業員が少なく団交に応ずる能力がない，また，子会社にも多くの資

産を承継させるし，在籍出向では今までの大企業病は治らず責任の明
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確化が図れないとして，いずれの要求も拒否し，同年８月３日に執行

役員会において，本件会社分割の実施を議題とすると回答した。      

カ ２１年７月３１日，Ｙ１会社は，組合に対し，同月２９日に行われた

団交で再検討することとされた事項に関する回答書を提出した。 

同回答書には，要旨，①雇用の維持については，本件会社分割がリス

トラの一環でないことは団交等で説明しているとおりであり，また，

子会社の業績の悪化等で懸念される賃金や退職金の不払に関しては，

Ｙ１会社が保証することを改めて約束すること，②在籍出向について

は応じられないが，子会社に対しては営業を行っていくのに十分な資

産を与えることや，従業員の労働債権は親会社であるＹ１会社が保証

すること，子会社間の転籍があった場合でも退職金積算年数等が不利

益にならないように努めること，③Ｙ１会社との直接の団体交渉権の

付与について，Ｙ１会社は，役員人事を除き各子会社の人事権や考課

の機能は持たず，これらは本件会社分割後も各子会社合同で行ってい

くこと，そのため組合との団交については，Ｙ１会社とではなく，子会

社合同で行うことが最適であると考えていること，各子会社の役員に

Ｙ１会社の執行役を配置し，子会社合同という形で誠実に対処してい

きたいこと，④当初の予定のとおり，同年８月３日に執行役員会にお

いて分割計画書についての決議を行う予定であるなどの記載があっ

た。 

組合は，上記回答書について，同月３日付け「組合ニュース」におい

て，「いずれもゼロ回答であり，更に団交を求めていきます。」と記載

していた。 

   キ ２１年９月２６日，組合とＹ１会社とは，本件会社分割の効力が予

定どおり生じた場合，子会社３社において，その従業員の賃金，賞与及

び退職金の支払が困難となった場合には，Ｙ１会社がその支払債務を
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同年９月３０日時点で在籍している従業員について保証する旨の協定

書を締結した。 

なお，この協定書には，Ｙ１会社が支払債務を保証するに当たり本

件土地を担保とする旨の記載はなされていない。 

Ｙ１会社は，同月２６日付けで，各従業員宛てに，同月３０日付けで

同社に在籍している従業員については，本件会社分割の効力発生日以

後に転籍先の子会社が当該従業員に対して負った賃金，賞与及び退職

金の支払債務について，当該子会社が破産，民事再生若しくはこれら

に類似する倒産手続の開始決定を受けた場合又は解散を決議するなど

により上記支払債務の支払が困難となった場合に限り，Ｙ１会社が保

証する旨の通知書を送付した。     

   ク ２１年９月２９日，組合らは，都労委に対し，Ｙ１会社を被申立人と

して，本件会社分割後の労働条件等について団交に応じること，同年

８月３日の朝礼における同社取締役兼代表執行役Ｂ３（現代表取締役。

以下「Ｂ３ＣＥＯ」という。）への抗議行動を理由とする組合員１５名

に対する懲戒処分（以下「懲戒処分①」という。なお，この時点では，

処分の実施が保留されていた。）を取り消すことなどを求める不当労

働行為救済申立てを行った（都労委平成２１年（不）第８１号事件。以

下「別件事件」という。 ）。      

   ケ ２１年９月３０日，Ｙ１会社は，「団体交渉に関する通知書」によ

り，同年１０月１日以降は団交に応じない旨を組合に通知した。                 

   コ ２１年１０月１日の本件会社分割により，旧Ｙ２会社の総務・財務・ 

技術研究開発部門がＣ５に，製造部門及び営業部門がＹ２会社に，ボ

ール製造部門がＣ６にそれぞれ移行し，これら子会社３社が新設分割

設立会社として設立され，旧Ｙ２会社と同社の従業員との雇用契約や

労使関係は，子会社３社にそれぞれ承継された。 
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⑵ 本件会社分割以降の組織体制及び労使関係の状況  

   ア 本件会社分割により，Ｙ１会社は持株会社かつ子会社３社の完全親

会社となり，２１年１０月１日の本件会社分割の時点では，Ｙ１会社

の代表執行役最高経営責任者のＢ３ＣＥＯが子会社３社の代表取締役

を兼任していたほか，同社の代表執行役社長のＢ４（以下「Ｂ４社長」

という。）（当時）も子会社３社の取締役を兼務するなど，子会社３社

間で取締役５名が兼務しており，さらに，Ｃ５とＹ２会社の社長は，相

互に相手の会社の取締役となっていた。           

イ Ｙ１会社は，持株会社となって以降，株式の所有を通じて子会社ら

の事業活動を管理することを主たる事業とし，子会社らグループ企業

を完全親会社として統括し，グループ全体の経営戦略や事業計画を作

成していた。 

また，Ｙ１会社は，本件土地，建物を含め本件会社分割前の税法上の

資産のうち５割強を所有することになった。 

子会社は，Ｙ１会社に，経営指導料，土地・建物使用料（賃借料），

監査報酬等を支払っていた。    

ウ 投資委員会（前記⑴イ）は子会社４社に承継されたが，組合は，委員

について秘密保持契約締結が求められたことに反対した。     

エ ２１年１０月１日，子会社４社は，「四社合同人事労務委員会契約

書」（乙１２。以下「人事労務委員会契約書」という。）を締結して，

人事労務委員会を組織した。 

人事労務委員会契約書には，要旨，子会社４社は各社の人事制度に

ついて，お互いに意見を参考にし，また，人事交流も行い，必要に応じ

て合同での労務業務，団交等の交渉を行っていくため同契約を締結し

たこと，子会社４社は親会社たるＹ１会社から独立して人事権を有し，

これを実効あるものとするために，４社の協力の仕組みを成立させた
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旨の記載（第１条 契約の趣旨），人事労務委員会の存在にかかわら

ず，各社が各社内での人事権を行使することを妨げないが，人事労務

委員会の決定と各社内での決定が矛盾するときは速やかに協議を行う

こととし，人事労務委員会の決定は各社内での決定に優先すること（第

６条 各社の人事権）などの規定がある。 

また，人事労務委員会契約書に付属して制定された人事労務委員会

規則では，人事労務委員会は，子会社４社の社長と各社の取締役会の

議決により選ばれた者の１社最大３名で組織し，子会社４社の人事労

務の最高意思決定機関とされていた（第１条）。 

その具体的な権限は，①各社内での昇進，昇格，昇級，人事異動の決

定，②各社間の人事異動の決定，③各社の社員などの成績評価，④要員

管理，採用，退職，異動，出向・転籍，賞罰等に関する決定，⑤人事制

度，評価制度，人事考課制度等の制定，改定，廃止等の決定，⑥冬季，

夏季一時金に関する決定，⑦その他人事全般に関する決定，⑧安全衛

生，労働環境の改善に関わる決定，⑨従業員に関する決定，⑩団体交

渉，労働協約締結等に関する決定，⑪その他労務全般に関する決定等

とされていた（第３条）。 

なお，子会社の吸収合併（前記１⑵イ，ウ，後記カ）の後も，人事労

務委員会契約書の内容，効力に変更はない。 

オ 会社らは，本件会社分割の前後を問わず，同一の敷地及び同一の施

設内で従前と同様の業務を行い，業務場所を変更することはなかった。 

カ ２４年１月１日，Ｙ２会社は，Ｃ５を吸収合併した。 

２６年１月１日，Ｃ７は，Ｃ６を吸収合併し，商号をＹ３会社に変更し

た。これによりＣ５及びＣ６の従業員との雇用契約や労使関係は，Ｙ

２会社又はＹ３会社に承継された。  
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⑶ 本件会社分割以降，本件土地売却までの労使関係  

   ア 本件会社分割以降，組合との団交には，子会社４社（子会社の吸収合

併後は子会社２社）が合同で応ずるようになり，Ｙ１会社は，組合の団

交申入れに応じていない。         

   イ ２１年１０月から同年１２月にかけて，組合と子会社４社とは，人

事考課，年末一時金等を事項として，団交及び事務折衝を計２４回実

施した。 

   ウ ２１年１１月２７日，子会社３社は，懲戒処分①を実施した。 

   エ ２２年において，組合と子会社４社とは，人事考課のほか人事に関

すること，夏季及び冬季一時金等を事項として，団交，事務折衝及び苦

情処理委員会を計４２回実施した。   

   オ ２２年７月１６日，組合らは，都労委に対し，別件事件について，子

会社３社を被申立人として追加することを申し立てた。同年１０月５

日，都労委は，子会社３社の当事者追加を決定した。 

   カ ２２年８月２０日，組合らは，都労委に対し，別件事件申立てについ

て，Ｙ１会社及び子会社３社が就業時間内の団交に応ずることなどを

求める救済申立てを追加した。 

   キ ２２年１１月２９日，組合らは，別件事件申立てについて，Ｙ１会社

及び子会社３社が組合執行委員長Ａ３（以下「Ａ３委員長」という。）

（当時）を担当職６級に昇格させることなどを求める救済申立てを追

加した。         

   ク ２３年において，組合と子会社４社とは，組合の春闘要求，人事考

課，賞与等を事項として，団交及び事務折衝を計２７回実施した。 

   ケ ２３年７月１３日，組合らは，別件事件申立てについて，Ｙ１会社

及び子会社３社が同年４月８日の昼休みにおけるＹ１会社社長室での

行為を理由とする組合員１４名に対する懲戒処分（以下「懲戒処分
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②」という。子会社３社は，同年６月６日，対象者となる組合員らに

この懲戒処分を行うことを通知した上で，同年７月２７日に実施し

た。）を取り消すことなどを求める救済申立てを追加した。  

   コ ２４年において，組合とＹ２会社，Ｃ６及びＣ７とは，組合の春闘要

求，夏季及び冬季一時金等を事項として，団交及び事務折衝を計３５

回実施した。 

   サ ２４年１１月２９日，都労委は，別件事件（前記２⑴ク）について，

Ｙ２会社及びＣ６に対し，懲戒処分①及び懲戒処分②をなかったもの

として取り扱うことなどを命ずる一方，本件会社分割後のＹ１会社に

対する申立て等その余の救済申立てを棄却する命令書を交付した。 

     Ｙ２会社及びＣ６は同年１２月６日，組合らは同月１４日，それぞ

れ別件事件の初審命令の一部を不服として，再審査の申立てをした（中

労委平成２４年（不再）第６５号，中労委平成２４年（不再）第６７

号）。 

   シ ２５年において，組合とＹ２会社，Ｃ６及びＣ７とは，組合の春闘要

求，人事異動，賞与，労働災害事故等を事項として，団交及び事務折衝

を計３６回実施した。 

３ 本件土地売却 

 ２７年８月１８日，Ｙ１会社は，本件土地をＣ１会社に売却したこと，本

件土地について同社との間で２０年間の事業用定期借地権設定契約を締結

したこと及び本件土地に所在する会社らの製造工場及び事務所の建物等の

不動産はＹ１会社が引き続き所有することなどを記載した２７年８月１８

日付け投資家向け情報を，投資家向け情報として公表した。 

同書面には，要旨，①「譲渡の理由」として，Ｙ１会社は，同年６月１５

日に公表した中期経営計画において，同社の主要６事業をＡＳＥＡＮ地域で

展開していくこと，また，「持たない経営」を掲げ，同社グループの企業の
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潜在価値を極大化することを目指しているところ，本件土地売却は，同経営

計画を遂行するに当たり固定資産を流動化するとともに，アジア展開を中心

とする成長投資に投下し，事業展開を加速させることを目的としている旨，

②「譲渡資産の内容」として本件土地の所在地，現況の記載のほか，譲渡価

格，帳簿価格については，適時開示基準における軽微基準に該当すること及

び本件取引の相手先との守秘義務により，公表を差し控える旨，③相手先の

概要，④契約締結日，⑤「今後の見通し」として，本件土地売却に伴う業績

に与える影響については，現在精査中であり確認でき次第改めて知らせる

旨，及び現在本件土地上で稼働している子会社２社の製造工場，事務所につ

いては，売却先と２０年間の事業用定期借地権設定契約を締結し，所有する

建物等の不動産はＹ１会社グループが所有を継続することとなっており，引

き続き同所において長期にて安定した事業継続と拡大を目指していく旨が

記載されていた。 

４ 本件土地売却後の団交等の状況 

⑴ ２７年８月１８日付け団交申入れ及びこれに対する会社らの対応 

ア 土地売却公表当日の２７年８月１８日，組合は，会社らに対し，同日

付け「抗議及び団体交渉申入書」（甲２）により団交を申し入れた。   

同書面には，本件土地売却について，①組合に事前に相談もなく本

件土地売却を実行したこと，②生産工場を継続するに当たり工場の土

地は重要であるのに本件土地を譲渡したことについて抗議するとした

上で，本件土地の所有権を持つＹ１会社の経営者は団交に参加するこ

とを強く求める，また，本件土地売却によって，今後の従業員の雇用を

どのように守っていくのか誠意を持って団交で説明することを求める

として，「柏工場土地約１万坪の譲渡にともなう雇用問題」及び「春闘

継続団交」を事項として，翌１９日の団交に応じるよう求める旨の記

載があった。  
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イ ２７年８月１９日，子会社２社は，組合に対し，８月１８日付け団交

申入れに応じない旨を口頭で伝えた。                                       

ウ Ｙ１会社は，８月１８日付け団交申入れに何ら回答していない。        

⑵ ２７年８月１９日付け従業員宛て書面の配布  

２７年８月１９日，子会社２社は，連名で，各社従業員宛てに，同日付

けの「昨日８月１８日付Ｃ９による発表について」 と題する書面（甲３。

以下「８月１９日付け従業員宛て書面」という。）を配布した。 

この書面には，要旨，以下のような記載があった。 

「本件はリースバック方式と言われるもので資金調達と長期的な事業

継続を同時に可能にする取引となっております。    

①柏工場の所在する土地をＣ１会社に譲渡する。②同時にこの土地を

リースバック方式にて２０年間の定期借地権にて当該土地を固定して使

用するというものです。定期借地権というのは少なくとも契約期間中は

現在の場所で土地を使用する強い権利と賃貸を継続する強い義務が発生

しております。またその後の契約更新も可能です。」 

「今回Ｙ３会社とＹ２会社の各位にとっては以下のようになります。 

①  現在の事業運営，工場の操業は今のまま継続する。 

②  従業員の処遇や身分はこのことで変わることはありません。 

この２点を明記します。                                                 

また，今後２０年間の事業継続に関する権利が完全に確保されてお

り，建物設備等の所有権はＹ１会社が所有しております。Ｙ２会社，Ｙ

３会社の所有する機械設備も現状のままです。柏十余二にて工場，製

造，事業を，これまで同じく操業を続けていきます。」         

⑶ ８月２７日付け団交申入れ及びこれに対する会社らの対応 

   ア 組合は，会社らに対し，２７年８月２７日付けで「工場用地売却に関

連する要求及び質問事項についての団交申し入れ」と題する書面（甲
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４）及び「雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴う関連

要求書」（甲５。以下「８月２７日付け要求書」という。）を送付した。 

イ 前記団交申入書には，会社らが８月１８日付け団交申入れを拒否し

ていることについて強く抗議し，重ねて団交を申し入れる旨とともに，

要旨，①Ｙ１会社は，本件会社分割時に従業員の退職金を保証するこ

とを約束したが，本件土地売却により，その担保がなくなる，②本件土

地売却により，新たに生じる賃借料が収支の圧迫要因となり，雇用保

障や賃金支払への障害となる，③ＩＲによれば本件土地売却の代金を

Ｙ２会社関係の事業の強化経営再構築のために使う計画は示されてお

らず，④むしろ，Ｃ２関係会社等への資金投入が予測され，職場に不安

が広がりつつある，⑤そのことからくる不安による職場の活力喪失や

希望を失っての退職などで，職場体制の崩壊が危惧されるから，本件

土地売却問題は，基盤的労働条件の不安定化という問題に深く関わっ

ているのであり，団交で本件土地売却に伴う諸問題について，会社は

どう対応するかについて明らかにすべきであるとの記載があった。 

そして，「別紙『雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴

う関連要求書』の要求事項と若干の質問について，会社はどう対応す

るのか回答し，その考え方等を示すこと」を団交事項として，同年９月

３日に団交を行うよう申し入れ，応諾の回答を１週間以内に文書で行

うよう要求した。 

ウ ８月２７日付け要求書における組合の要求事項は，要旨，以下のと

おりであった。 

① 本件土地売却によって入手する資金を，雇用と賃金労働条件の確

保と改善及びその基盤となるＹ１会社のゴム関連の事業の強化と経

営の再建強化のために使うことを明確にすること。 

これに付随して，ⅰ本件土地の売却額を明らかにするとともに最
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優先して特高設備の更新のために資金を投入すること，ⅱ工場の安

全対策その機会設備の修繕，更新計画を示すこと，ⅲ売却資金をも

とにして未納となっている年金保険料等を直ちに支払うとともに，

ⅳＹ１会社として各社の労働者の退職金を保証するための協定を講

じること，ⅴ本件土地売却により得た資金の使用計画を明らかにす

ること等。 

② 本件土地売却に伴う本件土地の賃借権の保障及びゴム事業の強化

について。 

これに付随して，ⅰ本件土地に係る事業用定期借地権設定契約書

の開示等をすること，ⅱ２０年の期間の後に，会社として賃借契約

延長の意思を明確にすること，ⅲ本件工場等の売却をしないことを

明確にすること等。 

③ 本件売却の経緯を明らかにし，職場の不安を払しょくすること等。 

   エ ２７年９月１日，子会社２社は，組合らに対し，同日付け「団体交渉

申し入れへの返答」（甲６）と題する書面により，組合が同年８月２７

日付け申入れ書に掲げた団交事項については，親会社による固定資産

の取り扱いに関するものであり，義務的団交事項ではないため，当該

内容を事項とする団交には応じない旨回答し，団交申入れに応じなか

った。 

   オ Ｙ１会社は，８月２７日付け団交申入れに何ら回答していない。                          

⑷ ９月４日付け団交申入れ及びこれに対する会社らの対応 

ア ２７年９月４日，組合は，会社ら宛ての同日付け「抗議及び団交申入

書」と題する書面（甲７）により団交を行うよう申し入れた。 

組合は，同書面において，８月１８日付け及び８月２７日付け団交

申入れに対し，Ｙ１会社が何ら回答しないこと及び子会社２社が拒否

する旨を回答したことについて抗議するとともに，８月２７日付け要
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求書に対する回答及び速やかな団交の開催を求め，また，本件会社分

割に当たりＹ１会社が従業員らに対してした退職金の保証の担保とな

っていたのが本件土地であったと考えていること，本件土地売却以後

の子会社２社の事業継続や子会社２社の支払う土地使用料については

子会社の収支に大きく関わる重大な問題であることから，本件土地売

却は，工場で働く労働者の雇用や賃金といった基盤的労働条件に深く

関わる問題である旨を主張した。     

イ ２７年９月１０日，子会社２社は，組合らに対し，同日付けの「抗議

及び団交申入書への返答」と題する書面により，前回の団交申し入れ

に対しては既に書面により返答している旨，８月２７日付け要求書に

対する当社等の返答内容に関しての抗議に係る回答についても，提示

済みの書面と変わらない旨回答し，団交申入れに応じなかった。        

    ウ Ｙ１会社は，９月４日付け団交申入れに何ら回答していない。           

⑸ ２７年９月１５日の団交                                        

２７年９月１５日，組合と子会社２社とは，組合の春闘要求に関する団

交を行った。この団交には，組合からＡ３委員長，書記長Ａ２（以下「Ａ２

書記長」という。）（当時）外４名が，Ｙ２会社から取締役総務部長Ｂ５（以

下「Ｂ５部長」いう。）外３名が，Ｙ３会社から副社長Ｂ６がそれぞれ出席

した。 

交渉の冒頭で，Ａ２書記長が，本件土地売却は組合員の労働条件に大き

く関わることであるとして，改めて本件土地売却に関する団交を申し入れ

たところ，Ｂ５部長は，この件に関する団交には応じない旨を回答した。 

組合が，子会社２社が団交に応じない理由について質問を続けると，Ｂ

５部長は，本件土地売却は組合員の労働条件や待遇に直接関わることでは

なく，義務的団交事項に当たらない旨を述べて，この件に関する団交には

応じない旨を繰り返し回答した。Ａ２書記長は，「土地売却のことは話し
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てませんよ。業績とか，我々の雇用に関わる問題です。」と述べ，その他

の組合員らは，本件土地売却に関する意見や疑問を述べた。すると，Ｂ５

部長は，「先ほどから申し上げているように，土地売却に関することは団

体交渉の場では応じませんと申し上げているんで，それでもまだ言われる

んでしたら，団体交渉はこれで止めさせていただきます。」と述べた。組

合が，本件土地売却自体ではなくて，自分たち組合員の生活のことについ

て質問している旨を述べ，（組合員の）労働条件については話し合えるん

でしょうと問いかけると，Ｂ５部長は，「はい。」と答えた。組合が続け

て，本件土地売却が労働条件に関わってくるのではないかと問いかける

と，Ｂ５部長は，「今何か労働条件が変わってくるんですか。」と聞き返

した上で，「労働条件変えるっていうふうに申し上げていない。」，「今

現在，直接的に労働条件とか待遇，労働に関する待遇の変更に関わるとい

うふうには考えていない。」と述べた。 

また，Ａ３委員長は，「土地が売却された後にどうなるのかという不安

が一番。だから，土地売却の経営判断をしたことに対しては，我々は何も

言っていないわけですよ。で，８月１８日にＩＲ（投資家向け情報）が発

表されて，要するにもう土地を売却しましたと，じゃあ，我々の今後の雇

用はどうなるのですかと，で，そのことについての要求書を我々は出した。

だから，Ｂ５部長がおっしゃっている，要するに士地売却についてのでは

ないです。それ以後の，要するに我々今現在含めてね，要するに退職金は

どうなるのだ。ね，そういうのを含めて，今，これから正に我々が要求し

て，基盤的労働条件をどうするのかという話合いをしましょうと。」と述

べるとともに，本件土地売却について子会社が説明できないのなら，Ｙ１

会社が説明するよう求めた。さらに組合は，９月４日付け団交申入れでＹ

１会社に求めた文書での返答が出てきたか否かをＢ５部長に尋ねた。Ｂ５

部長は，「そういうのは，私，Ｙ１会社じゃないんで。」 と回答しつつ， 
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「（Ｙ１会社に）伝えはしました。」，「回答したりする予定はないとい

うほうだと思います。」とも回答した。 

これらのやり取りの後，組合と子会社２社とは，定期昇給等を事項とし

て交渉を続けた。 

⑹ ９月２４日付け団交申入れ           

ア ２７年９月２４日，組合は，会社らに対し，同日付けの「団交拒否を

続ける貴経営に強く抗議を表明する」と題する書面により，団交申入れ

を再三拒否したことについて抗議するとともに，本件土地売却に関連す

る組合の要求について速やかに団交及び回答を行うよう申し入れた。   

組合らは，同書面において，要旨，同月４日付け書面と同趣旨の主張

のほか，８月１９日付け従業員宛て書面の説明ではあまりにも具体的内

容に欠けており，労働者が不安をかき立てられるのは当然であること，

本件土地売却の買主に融資をした金融機関は本件土地に根抵当権を設

定しており，返済が滞れば本件土地が競売にかけられることもあるので

はとの不安があること，退職金などの労働債務を保証する責任を負う親

会社Ｙ１会社の説明責任は免れない旨等を主張した。        

イ 会社らは９月２４日付け団交申入れに何ら回答していない。                

５ 不当労働行為救済申立て 

２７年１０月２日，組合らは，都労委に対し本件不当労働行為救済申立

てを行った。       

６ 本件初審申立時におけるＹ１会社等の組織の状況 

⑴ Ｙ１会社と子会社２社との関係 

      Ｙ１会社のＢ３ＣＥＯを含む３名の取締役は，同社とＹ２会社の取締

役を兼務し，Ｙ１会社のＢ３ＣＥＯ及びＢ４社長は，同社とＹ３会社の

取締役を兼務していた。 

     本件会社分割前にＹ２会社が行っていた事業は，前記１⑵のとおり，
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おおむね子会社２社に承継され，存続している。 

Ｙ１会社は，持株会社として，株式の所有を通して子会社２社を含む

グループ会社の事業活動を管理することを主たる事業とし，グループ企

業の親会社として統括し，経営戦略や事業計画を策定し，対価を得て子

会社２社に対する経営指導を行っている。 

⑵ 子会社２社の事業内容及び関係等 

ア 製造工場での生産工程においては，Ｙ２会社従業員が原料ゴムを練

る作業を行い，Ｙ３会社の商品製造に必要な原料を供給している。   

また，Ｙ３会社は，同社の総務及び財務業務をＹ２会社に委託して

いる。 

イ 会社らは，本件土地に存在する製造工場及び事務所において業務を

行っており，子会社２社は，Ｙ１会社との賃貸借契約に基づき，賃借料

を支払って本件土地及び建物を使用している。 

ウ 子会社２社は，それぞれ独自の就業規則を作成している一方，製造

工場内の食堂等共用施設を共同で利用し，月１回，毎月最初の営業日

に，合同で，共用施設である食堂において朝礼を実施しており，主な内

容は，中央安全衛生委員会からの報告，防災訓練に関する連絡等であ

る。さらに，四半期に１回，朝礼の後に各社がそれぞれ別室で，その会

社の従業員に対し，業績について説明を行っている。 

⑶ 人事労務委員会  

人事労務委員会（前記２⑵エ）は，初審時，子会社４社の役員により組

織され，子会社４社の従業員の労働条件等を決める組織として運営され

ており，子会社２社になった後も存在する。 

７ 別件事件の再審査命令及び訴訟提起 

２９年２月２３日，中労委は，別件事件（前記２⑶サ）について，初審命

令主文第３項を変更し，子会社２社に対し，組合らに対する文書交付を命
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ずる一方，その余の救済申立てをいずれも棄却し，Ｙ１会社に対する再審

査申立てを含むその余の再審査申立てをいずれも棄却した。 

子会社２社は同年５月２日，組合らは同年６月９日，別件事件の再審査

命令の取消しを求める訴えを提起し，本件再審査結審時，東京地裁に係属

している（２９年（行ウ）第１９５号，２９年（行ウ）第２６４号）。 

８ 本件土地の転売 

２９年３月１０日，Ｃ１会社は，本件土地の一部を３０年３月期に売却

することを取締役会で決議した旨記載された「販売用不動産の売却に関す

るお知らせ」を投資家向け情報として公表した。 

同年４月１３日，Ｃ１会社に買収された本件土地の一部の所有権が，Ｃ

１０に移転した。 

 

第４   当委員会の判断 

１  争点１（Ｙ１会社は，労組法上の使用者に当たるか)について 

⑴ 本件における労組法上の使用者性の判断基準について 

ア 前記第３の１⑵認定のとおり，Ｙ１会社は，本件会社分割等を経て

子会社２社の持株会社となった株式会社であって，本件会社分割前の

Ｙ１会社と従業員との労働契約及びこれに付随する権利義務関係は，

本件会社分割によって子会社３社に承継され，さらにその後の子会社

間の吸収合併によって子会社２社に承継されたものであるから（前記

 第３の２⑴コ，同２⑵カ），Ｙ１会社は組合員の雇用契約上の雇用主

ではない。    

しかしながら， 労組法第７条は，労働者が使用者との交渉において

対等の立場に立つことを促進するために，労働者が自主的に労働組合

を組織し，使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するため

の団交をすること，その他の団体行動を行うことを助成しようとする
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労組法の理念に反する使用者の一定の行為を禁止するものであるか

ら，同条にいう「使用者」は，同法が上記のように助成しようとする

団交を中心とした集団的労使関係の一方当事者としての使用者を意味

する。 

したがって，雇用主以外の使用者であっても，当該労働者の基本的

な労働条件等について，雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現

実的かつ具体的に支配，決定することができる地位にあるといえる者

は，その限りにおいて同条にいう使用者に当たると解するのが相当で

ある。 

イ これに対し，組合らは，親会社が子会社の従業員との関係で労組法

上の使用者といえるかが問題になっている本件は，朝日放送事件最高

裁判決とは事案が異なり，同判決の規範をそのまま適用することは適

切でないと主張する。そして，会社法規範上，親会社は原則として子

会社の経営を支配し，その財務及び事業方針の決定を支配していると

みなされていること等からすれば，反対立証のない限り，完全親会社

はその子会社の従業員の労働関係に実質的な影響を及ぼしていると

いえ，子会社の従業員に対する団交応諾義務を負う旨主張する。   

しかし，会社法は労組法とはその趣旨目的を異にする法律であり，

同法上，完全親会社と子会社が一般に支配従属関係にあるとみなされ

ていることをもって，直ちに，完全親会社が子会社の従業員との関係

で労組法上の団交応諾義務を負う使用者とみなされると解することは

できない。 

完全親会社の子会社の従業員に対する使用者性の判断においても，

基本的に朝日放送事件最高裁判決の示した判断枠組みを適用し，完全

親会社が，当該労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的

とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配，決定することが
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できる地位にあるといえるかについて，完全親会社と子会社及びその

従業員との関係，従業員の業務従事の実態等に係る諸事情を個々の事

案に即して検討する必要がある。 

ウ 組合らは，団交事項の内容から労組法上の使用者性が規定される旨

主張するようであるが，提示された団交事項についてもっとも詳しく

説明できる者であるかどうか，当該団交事項が組合員の労働条件等に

関わる重要な関心事であるかどうかなどの観点のみから，労組法上の

使用者該当性を判断すべきでないことはいうまでもない。 

エ さらに，組合らは，本件会社分割前のＹ１会社と組合らとの間には，

長年の団交を中心とする労使関係の実績があり，本件会社分割は親会

社であるＹ１会社の団交応諾義務を潜脱する目的でされたものと考え

られるから，団交応諾義務を免れないとも主張するが，本件会社分割

により設立された子会社２社が，団交応諾義務の潜脱を目的とする形

骸的な存在であったと認めるに足る証拠もないことは，後記⑵アのと

おりであり，他に，組合らの主張を裏付けるに足る証拠もない。 

⑵ そこで，Ｙ１会社が子会社２社の従業員である組合員らの基本的な労

働条件等に対して，雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的か

つ具体的に支配，決定することができる地位にあるといえるかについて，

以下検討する。 

ア  Ｙ１会社の子会社２社に対する資本関係，役員の状況，経営面での

影響力等について   

前記第３の１⑵認定のとおり，子会社２社は，それぞれＹ１会社と

は別法人として，Ｙ２会社は工業用ゴム製品等の製造を，Ｙ３会社は

ソフトテニスボール等の製造等を行っており，それぞれ別々に取締役

会を組織している。このことからすれば，子会社２社は，Ｙ１会社の

完全子会社とはいえ，Ｙ１会社とは独立して管理・運営が行われてお
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り，Ｙ１会社とは独立した別法人ということができ，子会社２社が形

骸的な存在であったと認めるに足りる証拠もない。   

もっとも，前記認定によれば，Ｙ１会社は，子会社２社の株式を１

００％保有しており，両者は完全親子会社の関係にあったこと，Ｙ１

会社は持株会社として，株式の所有を通じて子会社２社の事業活動を

管理することを主たる事業とし，子会社２社を含むグループ企業を親

会社として統括し，グループ全体の経営戦略や事業計画を策定してい

たこと，子会社らに対する経営指導を行っていたことが認められる

（前記第３の２⑵ア，イ）。 

また，本件会社分割時及び本件初審申立時のいずれにおいても，Ｙ

１会社と子会社らの役員を兼任する者がいたことからすれば，本件各

団交申入れ当時においても，これらの役員を兼任する役員がいたこと

がうかがわれる（前記第３の２⑵ア，同６⑴）。 

これらのことからすれば，Ｙ１会社は，持株会社である親会社とし

て，グループ企業全体としての経営方針に沿って，資本関係及びその

兼務する役員を通じて，子会社２社の経営に対し，一定の支配力を有

していたことがうかがえる。 

組合らは，さらに，子会社の吸収合併もＹ１会社の意のままに行わ

れているとか，各子会社には資金力がないことから，大規模な設備投

資等の決定についてもＹ１会社の指揮援助がなければ決定できない

と主張するが，そのことを裏付けるに足る的確な証拠はない。 

   イ 労働条件面における支配力について 

(ｱ) 前記アのとおり，Ｙ１会社は，子会社２社の経営に対し，一定の

支配力を有していたことがうかがわれるが，子会社２社の従業員の

労働条件等に関する支配力について見ると，子会社２社は独立した

法人としてそれぞれ独自の就業規則を持ち（前記第３の６⑵ウ），
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各社内での人事権を行使していたほか，子会社２社が親会社たるＹ

１会社から独立して人事権を有することを前提として,これを実効

あるものとするために子会社２社の協力の仕組みとして人事労務

委員会を組織していたことが認められる（前記第３の２⑵エ，同６

⑶）。同委員会は，子会社２社の役員を構成員とし，子会社２社合

同の人事労務全般に関する最高の意思決定機関として，子会社の平

素の人事労務や団交に関する方針を共有し，協議，決定していた。

そして，実際にも，組合との団交は，上記人事労務委員会での協議，

決定に基づき子会社２社合同で応じていたこと，夏季・冬季一時金

を含む労働条件については，組合らと子会社２社による団交を経

て，その内容が決定されていたことが認められる（前記第３の２

⑶）。 

(ｲ) 組合らは，この点，Ｙ１会社の役員の中には子会社２社の役員を

兼任している者がいることから，Ｙ１会社が人事労務委員会を通じ

て子会社２社の労働条件等の決定を実質的に支配している，また，

Ｙ１会社が，子会社に対し多額の指導料を受領して経営指導をして

おり，その内容には従業員の労働条件の決定や労働組合対策も含ま

れていると考えられるから，Ｙ１会社は実態としても子会社２社の

従業員の労働条件の決定を実質的に支配しているといえる旨主張

する。 

しかし，Ｙ１会社と子会社２社の兼任役員が存在し，また，経営

指導が行われているからといって，直ちにＹ１会社がこれらの兼任

役員や経営指導を通じて，前記アで見たようなグループ企業全体と

しての経営という点からの一定の支配力のみならず，子会社２社の

従業員の具体的な労働条件に関する決定について，雇用主である子

会社２社と同視し得る程度に支配，決定をしていたと推認すること
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は困難である。そして，これらの兼任役員が子会社２社の従業員の

労働条件について，Ｙ１会社の役員として影響力を行使していたと

か，経営指導が子会社２社の従業員の労働条件に影響するような内

容のものであったことを具体的にうかがわせる証拠はない。 

ウ 子会社２社の従業員に対する指揮命令について 

会社らは，本件土地に存在する製造工場及び事務所の建物において

業務を行っていること（前記第３の６⑵イ），子会社２社は，Ｙ１会

社との賃貸借契約に基づき，賃借料を支払って本件土地及び建物を使

用していること（前記第３の６⑵イ），子会社２社の従業員は， 製造

工場内の共用施設を共同で利用し，共用施設である食堂において合同

で朝礼を実施していることなどは認められるものの（前記第３の６⑵

ウ），子会社２社はそれぞれ独自の就業規則を有しており（前記第３

の６⑵ウ），Ｙ１会社が子会社２社の従業員の業務遂行について，指

揮命令を行っていたことをうかがわせるに足る証拠はない。 

エ 以上の検討によれば，Ｙ１会社は，子会社２社の経営について一定

の支配力を有していたとはいえるものの，それは，まさに持株会社と

してグループ内子会社に対する経営戦略的観点から行う管理・監督の

域にとどまるものといえ，その域を超えて，子会社２社の従業員の基

本的な労働条件等について，雇用主と同視できる程度に現実的かつ具

体的な支配をしていたとまでは認められない。 

 オ 小括 

 以上によれば，Ｙ１会社は，子会社２社の従業員の基  本的な労

働条件等について， 雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支

配力を有しているということはできないから， 子会社２社の従業員と

の関係において，労組法第７条の使用者には当たらない。 

２ 争点２（Ｙ１会社及び子会社２社が，本件各団交申入れに応じなかった
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ことは，正当な理由のない団交拒否及び組合に対する支配介入に該当する

か)について 

⑴ Ｙ１会社の団交拒否について 

前記第３の４認定のとおり，組合は，Ｙ１会社に対して，２７年の春

闘要求及び本件土地売却に関する団交を申し入れており，これに対しＹ

１会社は，当該団交申入れに何ら回答していない。 

しかし，上記１のとおりＹ１会社は，本件会社分割後は子会社２社の

従業員との関係において労組法第７条の使用者には該当しないから，そ

の余の点について判断するまでもなく，Ｙ１会社が本件会社分割後に組

合が申し入れた団交に応じないことは，正当な理由のない団交拒否に当

たるとは認められず，支配介入にも当たらない。 

⑵ 子会社２社の団交拒否について 

 前記第３の１⑵認定とおり，子会社２社は，実体のある法人であり，

組合員の雇用主であるところ，本件各団交申入れのうち，「春闘継続団

交」については，２７年９月１５日に団交を行ったものの，本件土地売

却に係る事項については義務的団交事項に当たらないとして応じなかっ

た。 

そこで，本件土地売却に係る団交事項が義務的団交事項に当たるかに

ついて，以下検討する。 

ア ８月１８日付け申入書に係る団交事項について     

(ｱ)  組合は，会社らに対し，８月１８日付け申入書により，「柏工

場土地約１万坪の譲渡にともなう雇用問題」を事項として団交を

申し入れた（前記第３の４⑴）。  

８月１８日付け団交申入れは，同日に行われた本件土地売却に

関する投資家向け情報の公開を受けてされたものであるところ，

同情報においては，土地売却の事実及びこれに伴い本件土地に２
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０年間の事業用定期借地権が設定されたこと，本件土地上で稼働

する本件工場等については，Ｙ１会社グループが所有を継続する

ことになっており，引き続き本件土地上で事業を継続していく旨

が記載されていたが，本件土地売却により本件工場等で勤務する

従業員等の労働条件等について影響があるのか等については記載

がなかった。 

上記のような投資家向け情報の公開によって初めて本件土地売

却について知った本件工場等で稼働する従業員が，自らの勤務場

所である本件工場等の所在する土地が売却され，Ｙ１会社グルー

プ外の第三者の所有となったことにより，勤務場所や労働環境等

の労働条件に何らかの影響を生じるのではないかとの疑問，懸念

を抱くことは当然であり，上記の投資家向け情報における記載だ

けでこのような疑問，懸念を払しょくすることはできないと考え

られる。 

以上のような当時の状況を踏まえれば，上記団交事項は，実質

的に見て，雇用主であり，本件工場に係る事業の主体である子会

社２社に対し，本件土地売却により本件工場等で勤務する従業員

の処遇や勤務地等の労働条件等について何らかの影響があり得る

のかについて，説明を求めたものと解することができる。 

なお，上記団交事項は，本件土地売却に係る「雇用問題」全般

を問題とする包括的なものとなってはいるが，２７年８月１８日

の段階で組合らが把握していた本件土地売却に係る情報が上記の

程度にとどまることからすれば，本件土地売却に係る当初の団交

申入れがこのような包括的な事項設定になるのはやむを得ないと

いえる。また，子会社２社も，本件土地売却が本件工場等で勤務

する従業員に対し今後の労働条件に係る疑問，懸念を与え得るも
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のであることを十分に認識し，上記団交事項の実質的な意味につ

き容易に理解し得たことは，子会社２社が８月１８日付け投資家

向け情報の公表及び８月１８日付け団交申入れを受けた翌日に，

８月１９日付け従業員宛て書面を発出し，事業用定期借地権に係

る説明と本件土地売却により従業員の身分や処遇に変更がないこ

とを説明したことからも明らかである（前記第３の４⑵）。 

以上によれば，８月１８日付け団交申入れに係る事項は，従業

員の労働条件に関するものとして，義務的団交事項であると認め

られ，子会社２社は，本件工場等で勤務する組合員の雇用主とし

て，８月１８日付け団交申入れに応じ，本件土地売却による当時

の時点における組合員の勤務地，労働条件の影響の現実的可能性

の有無，事業用定期借地権の法的性質等については，回答する必

要があったというべきである。    

(ｲ)  子会社２社は，①本件土地売却はＹ１会社の経営判断に係る事

項であり子会社２社の処分できない事項である，②本件土地売却

によって子会社らの従業員の労働条件に変化はない，③事業用定

期借地権終了後の労働条件については将来の事項にすぎないこと

などから，労働条件の不安定化に係る組合の主張は，極めて漠然

とした不安にすぎず，８月１８日付け団交申入れに係る団交事項

は義務的団交事項に当たらないと主張する。しかし，①上記申入

れは本件土地売却そのもののみを団交事項とするものではないこ

と，②同日の時点においては，従業員の労働条件の影響の有無に

ついて，十分な説明がされていたとはいえないこと，③上記申入

れは組合員が本件土地売却により現在感じている労働条件に関す

る疑問や懸念を払拭するためのものであると解されることは，い

ずれもすでに述べたとおりである。 
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なお，組合ら宛てですらない従業員宛て書面の交付をもって，

組合に対する団交応諾義務を果たしたと解することはできない。 

他に，子会社２社が本件団交申入れに応じなかったことにつき，

正当な理由はうかがわれない。 

(ｳ)  以上によれば，８月１８日付け団交申入れに係る団交事項であ

る「柏工場土地約１万坪の譲渡にともなう雇用問題」は義務的団

交事項であるといえ，子会社２社がこれに応じなかったことは，

正当な理由のない団交拒否であり，労組法第７条第２号の不当労

働行為が成立する。 

イ ８月２７日付け申入書に係る団交事項について 

(ｱ)  ８月２７日付け団交申入書には，会社らが８月１８日付け団交

申入れを拒否していることへの抗議とともに，①本件土地売却に

よりＹ１会社が子会社２社の従業員らに対して保証した退職金の

支払の担保がなくなることや，②本件土地に係る賃料の負担がＹ

１会社がした賃金支払保証等の障害となり得ること，③本件土地

売却に係る資金がＹ２会社関係の事業の強化再構築のために使用

されなければ従業員の労働条件の不安定化につながることなどか

ら，本件土地売却問題は，基盤的労働条件の不安定化に深く関わ

るとして，「別紙『雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売

却に伴う関連要求書』の要求事項と若干の質問事項について，会

社はどう対応するのか回答し，その考え方等を示すこと」を団交

事項として団交を申入れる旨記載されていた（前記第３の４⑶

イ）。 

そして，上記要求書に記載された要求事項の内容は，要旨，①

本件土地売却によって入手する資金の額と使途を明確にし，さら

に組合の要求する事項（本件工場等の修繕，機械設備の更新，未払
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年金保険料への充当等）に使用すること，②本件土地の賃借権の

保障及びゴム事業の強化について，本件土地に係る事業用定期借

地権設定契約書を開示し，２０年の期間の後に，会社として賃借

契約延長の意思を明確にすること，③本件工場等の売却をしない

ことを明確にすることなどというものであった（前記第３の４⑶

ウ）。 

    (ｲ)  以上のとおり，８月２７日付け団交申入書には，本件土地売却

を子会社らの従業員の雇用と労働条件に係るものとして問題とす

る旨の記載があるものの，提示された団交事項の具体的な内容を

見ると，８月１８日付け団交申入書とは異なり，本件土地売却に

よる労働条件への具体的な影響の可能性を問うものというより

は，本件土地売却に関し，親会社であるＹ１会社の経営面への影

響や売却代金の使途の説明を求めることをその内容とするもので

あって，その事柄の性質上，もっぱら本件土地売却の当事者であ

り，子会社２社とともに団交申入れの相手方となっていたＹ１会

社に向けられたものと解するほかなく，子会社２社が処分可能あ

るいは説明可能な事項とはいえないし，子会社の従業員らの労働

条件との関連が希薄であるといわざるを得ない。 

(ｳ)   以上のとおり，８月２７日付け団交申入書に係る具体的な団

交事項は，いずれも子会社２社の処分可能あるいは説明可能な事

項であるとはいえないし，直接に組合員の労働条件に係る問題で

あるともいえないから，義務的団交事項には当たらず，この点に

関し子会社２社の不当労働行為は成立しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   ウ ９月４日付け申入書及び９月２４日付け申入書に係る団交事項につ

いて    

組合は，子会社２社等に対し，９月４日付け申入書により，８月２
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７日付け要求書に対する回答及び団交の開催を求め（前記第３の４⑷

ア），また，９月２４日付け団交申入書により，本件土地売却に関す

る組合の要求について速やかに団交を行うよう申し入れた（同４⑹

ア）。これらの団交申入れのうち，８月２７日付け申入れと同様の事

項については，これらの団交事項が義務的団交事項に当たらないこと

は，前記イで判断したとおりである。 

９月２４日付け団交申入書には，さらに，８月１９日付け従業員宛

て書面の説明ではあまりにも具体的内容に欠け，労働者が不安をかき

立てられるのは当然であるとして，①本件土地売却の買主に融資をし

た金融機関は本件土地に根抵当権を設定しており，返済が滞れば本件

土地が競売にかけられることもあるのではとの不安があること，②退

職金などの労働債務を保証する責任を負う親会社であるＹ１会社の説

明責任は免れないことなどの主張もされているが，これらについても

子会社２社に処分可能あるいは説明可能な事項とはいえない。 

以上によれば，９月４日付け団交申入れ及び９月２４日付け団交申

入れに係る団交事項は，いずれも義務的団交事項には当たらず，この

点に関し子会社２社の不当労働行為はいずれも成立しない。 

⑶ 会社らが，本件各団交申入れに応じなかったことは，組合に対する支

配介入に該当するかについて    

   ア Ｙ１会社について 

前述のように，本件各団交事項との関係で，Ｙ１会社は労組法第７

条第２号の使用者には当たらないので，労組法第７条第３号の不当労

働行為が成立する余地はない。 

   イ 子会社２社について 

  子会社２社について，８月１８日付け団交申入れに応じなかったこ

とが，正当な理由のない団交拒否であり，労組法第７条第２号の不当
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労働行為が成立することはすでにみたとおりである。 

本件当時の労使関係の状況についてみると，前記第３認定のとお

り，会社らと組合らは本件会社分割をめぐり複数の紛争を抱えるな

ど，労使関係は緊張状態にあった。また，本件会社分割に当たり，Ｙ

１会社は組合らに対し，本件会社分割後は子会社らが合同で誠実に団

交に対処する旨を宣言していたことが認められる（前記第３の２⑴

カ）。 

そのような中，子会社２社は，８月１８日付け団交申入れにつき同

月１９日に団交申入れに応じない旨の回答をしたが，その一方で，同

日，８月１９日付け従業員宛て書面を発出した（前記第３の４⑴イ，

同４⑵）。 

労使関係が緊張状態にある中で，このように組合らからの団交申入

れを拒むと同時に，あえて従業員宛てとしてその団交事項に係る内容

について書面での回答を行うことは，殊更に組合らを無視し，組合員

らやその他の従業員をして，その交渉力に疑問を抱しめ，組合を弱体

化させるおそれがある対応というべきであり，このことは，子会社２

社も十分に認識していたということができる。 

以上によれば，子会社２社が８月１８日付け団交申入れを拒否した

ことは支配介入に当たり，労組法第７条第３号の不当労働行為が成立

する。 

これに対し，８月２７日付け，９月４日付け及び９月２４日付け各

団交申入れを拒否したことは，労組法第７条第２号の不当労働行為に

当たらないことは前記⑵で判断したとおりであるところ，その他に子

会社２社の上記各団交申入れの対応が組合に対する支配介入となるよ

うな事実ないし事情は認められない。そうすると子会社２社のこれら

の行為が労組法第７条第３号の不当労働行為に当たるということはで
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きない。 

 ３ 救済方法について 

   ８月１８日付け団交申入れに係る団交事項については，本件の経緯に照

らし，現時点でこれを敢えて団交において再度説明することに意味がある

とは言い難いこと，子会社２社は，本件以外の労働条件に係る団交には応

じていることなど，本件に現れた一切の事情を勘案すれば，子会社２社に

ついて成立する上記団交申入れに関する労組法第７条第２号及び第３号の

不当労働行為に対する救済命令としては，子会社２社に対し８月１８日付

け団交申入れの応諾及び文書掲示を命じる必要性までは認められず，主文

のとおり，会社に文書を交付させることが相当と判断される。 

４ 以上のとおりであるから，初審命令を上記２及び３に従って変更し，労   

組法第２５条，第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働委員会規則

第５５条の規定に基づき，主文のとおり命令する。 

                                                                           

平成３０年１１月２１日                                                                                

                中央労働委員会 

                  第三部会長     三 輪 和 雄 ㊞ 

 

                  

 


